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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月4日(2017.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技球が入賞可能な入賞口を有するベース部材と、
　前記入賞口の下端寄り位置を回動中心にして回動し、起立姿勢になって前記入賞口への
遊技球の入賞を規制する閉位置と、前記閉位置に対して上端部が前記入賞口の外側に位置
する傾斜姿勢になって、前記入賞口に遊技球を案内する開位置との間を移動する開閉扉と
、を備えると共に、
　前記開閉扉には、前記開位置で前記回転中心から前記入賞口の奥側に向かって延びた基
端旋回部と、
　前記ベース部材のうち、前記開閉扉と前記開閉扉の回転軸方向で対向する内側面には、
位置決当接部と、
　前記基端旋回部には、前記位置決当接部と当接し、前記開閉扉を前記開位置に位置決め
する開位置決部と、を備え、
　前記位置決当接部と前記開位置決部とが、前記開位置の前記開閉扉の上面より下方に位
置することを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記開閉扉のうち前記回動中心を挟んで前記基端旋回部の反対側の扉本体部に、前記位
置決当接部と当接し、前記開閉扉を前記閉位置に位置決めする閉位置決部を備えて、前記
位置決当接部と前記閉位置決部とが、前記開位置の前記開閉扉の上面より下方に位置する
ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、遊技球が入賞可能な入賞口を有
するベース部材と、前記入賞口の下端寄り位置を回動中心にして回動し、起立姿勢になっ
て前記入賞口への遊技球の入賞を規制する閉位置と、前記閉位置に対して上端部が前記入
賞口の外側に位置する傾斜姿勢になって、前記入賞口に遊技球を案内する開位置との間を
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移動する開閉扉と、を備えると共に、前記開閉扉には、前記開位置で前記回転中心から前
記入賞口の奥側に向かって延びた基端旋回部と、前記ベース部材のうち、前記開閉扉と前
記開閉扉の回転軸方向で対向する内側面には、位置決当接部と、前記基端旋回部には、前
記位置決当接部と当接し、前記開閉扉を前記開位置に位置決めする開位置決部と、を備え
、前記位置決当接部と前記開位置決部とが、前記開位置の前記開閉扉の上面より下方に位
置することを特徴とする遊技機である。
　請求項２の発明は、請求項１に記載の遊技機において、前記開閉扉のうち前記回動中心
を挟んで前記基端旋回部の反対側の扉本体部に、前記位置決当接部と当接し、前記開閉扉
を前記閉位置に位置決めする閉位置決部を備えて、前記位置決当接部と前記閉位置決部と
が、前記開位置の前記開閉扉の上面より下方に位置することを特徴とする遊技機である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　図２に示すように、遊技領域Ｒ１は全体が略円形状となっていて、ガイドレール１２に
囲まれている。ガイドレール１２は、例えば、帯状板金を湾曲させてなり、遊技板１１の
前面から起立した状態に取り付けられている。また、ガイドレール１２の最下端部には、
ガイドレール１２全体より大きな曲率（小さな、曲率半径）で下方に湾曲したアウト口導
入部１２Ａが備えられ、遊技板１１には、アウト口導入部１２Ａが形成された部分にアウ
ト口１６が貫通形成されている。アウト口１６は、横長の長円形状（又は、楕円形状）を
なし、遊技領域Ｒ１をガイドレール１２の下部まで流下した遊技球が、ガイドレール１２
に沿って転動してアウト口導入部１２Ａに集められ、アウト口１６に取り込まれる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　遊技板１１のうち遊技領域Ｒ１の中央には、遊技板表示窓１０Ｈが貫通形成され、この
遊技板表示窓１０Ｈを通して、表示装置３０の表示画面３０Ｇが前方に臨んでいる。遊技
板表示窓１０Ｈの開口縁には、表示装飾枠２３が取り付けられている。表示装飾枠２３は
、遊技板１１の前面側から遊技板表示窓１０Ｈに嵌め込まれ、遊技板表示窓１０Ｈの内側
に張り出すと共に、遊技板１１の前面から突出している。そして、遊技領域Ｒ１を流下す
る遊技球が、表示装飾枠２３の内側に進入しないように構成されている。また、表示装飾
枠２３の左側部には、表示装飾枠２３の下辺部に形成されたステージ２４へ遊技球を案内
するためのワープ路２２が備えられている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　遊技領域Ｒ１の略全体には、遊技板１１に複数の障害釘Ｋが打ち付けられている。また
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、遊技領域Ｒ１のうち表示装飾枠２３の右側領域には、上から順番に、始動ゲート１８、
普通入賞口１８Ａ、サブ大入賞口１８Ｂが並べて設けられている。また、遊技領域Ｒ１の
うち表示装飾枠２３の下方領域には、右側にメイン大入賞口１５が設けられ、その下方に
本発明に係る転動誘導部２０Ｓの一部を構成する転動ブロック２０が備えられている。さ
らに、表示装飾枠２３の下方領域における横方向中央には、アウト口１６の真上となる位
置に、第１の始動入賞口１４Ａと、本発明に係る「入賞口」としての第２の始動入賞口１
４Ｂとを有した入賞口ユニット２５が備えられている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　図３（Ｂ）に示すように、役物ボディ（役物本体部）２５Ｙは、ベース板２５Ｔの後面
に後面突部２５Ｂを有する一方、ベース板２５Ｔの前面に入賞用突部３３（本発明の「ベ
ース部材」に相当する。）を有した構造をなしている。そして、遊技板１１に形成された
図示しない貫通孔に後面突部２５Ｂを受容した状態でベース板２５Ｔが図１に示すように
遊技板１１の前面に重ねられて螺子止めされ、入賞用突部３３が遊技板１１の前面から前
方に突出している。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　右側の下端翼壁３５Ａは、左側の下端翼壁３４Ｒと左右対称に下端溝壁３４Ｖから立ち
上がり、前方カバー壁３３Ｋの円弧状外縁部を超えてカバー突部３３Ｆの先端まで延びて
いる。また、右側の下端翼壁３５Ａは、断面異形筒状の開口下部構成壁３５の一部を構成
している。具体的には、開口下部構成壁３５は、下端翼壁３５Ａにおける下端溝壁３４Ｖ
側の一端部から鉛直上方に立ち上がった鉛直壁３５Ｃと、下端翼壁３５Ａの他端部を左斜
め上方に折り返した折返壁３５Ｂとの間を、Ｖ字形連絡壁３５Ｍで連絡して開口下部構成
壁３５が構成されている。そして、この開口下部構成壁３５と前記した内部ガイド壁３４
Ｔと下端溝壁３４Ｖとから、上方、下方及び左側方とを覆われ、右側方に開口した横向凹
部３３Ｙが入賞用突部３３に形成されている。また、本実施形態では、内部ガイド壁３４
Ｔにおける鉛直ガイド部３４Ｓの横向凹部３３Ｙ内側の面が「鉛直ガイド面」をなし、傾
斜ガイド部３４Ｍ及び湾曲ガイド部３４Ｋの横向凹部３３Ｙ内側の面が「上側傾斜ガイド
面」をなし、水平ガイド部３４Ｎの横向凹部３３Ｙ内側の面が、「上端水平ガイド面」を
なしている。なお、開口下部構成壁３５の折返壁３５Ｂ、Ｖ字形連絡壁３５Ｍ、鉛直壁３
５Ｃの外面が横向凹部３３Ｙの「開口下側内面」をなしている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　シャフト１４Ｊを挟んで開閉扉１４Ｔと反対側には、開閉扉１４Ｔより回動半径が小さ
い本発明の基端旋回部１４Ｍが備えられて開閉扉１４Ｔと一体になっている。また、基端
旋回部１４Ｍから後方に図示しないパイロットバーが突出し、ベース板２５Ｔに形成され
た図示しないスリットを通してベース板２５Ｔの後側まで延びている。そして、そのパイ
ロットバーが、前記ソレノイドを駆動源とする扉駆動機構に連結され、ソレノイドに通電
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されていないと、図６（Ａ）に示すように、開閉扉１４Ｔがシャフト１４Ｊから起立した
起立姿勢に保持され、ソレノイドに通電されると、図６（Ｃ）に示すように、開閉扉１４
Ｔが右側に倒された横倒れ姿勢になる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　図５に示すように、Ｖ字形連絡壁３５Ｍには、開閉扉１４Ｔが起立姿勢になったときに
基端旋回部１４Ｍと当接する第１ストッパ突部３５Ｔが設けられている。また、シャフト
支持ボス３３Ｊの外周面からは、扇形の第２ストッパ突部３３Ｔ（本発明の「位置決当接
部」に相当する。）が突出している。そして、開閉扉１４Ｔが横倒れ姿勢になったときに
、基端旋回部１４Ｍに形成された第１段差面１４Ｎ（本発明の「開位置決部」に相当する
。）が第２ストッパ突部３３Ｔに当接する。なお、開閉扉１４Ｔが起立姿勢になったとき
には、開閉扉１４Ｔに備えた第２段差面１４Ｈ（本発明の「閉位置決部」に相当する。）
が第２ストッパ突部３３Ｔに隣接していて、例えば、第１ストッパ突部３５Ｔが破損した
ときに、それら第２段差面１４Ｈと第２ストッパ突部３３Ｔとが当接する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　開閉扉１４Ｔが起立姿勢になった状態は、本発明の開閉扉１４Ｔの閉状態に相当する。
そして、その閉状態の開閉扉１４Ｔの先端部は、傾斜ガイド部３４Ｍの傾斜方向における
中間位置に対向し、開閉扉１４Ｔ全体が僅かに横向凹部３３Ｙの奥部側に傾いている。ま
た、閉状態の開閉扉１４Ｔの先端部と傾斜ガイド部３４Ｍとの間には、遊技球の直径の１
／４以上、直径未満の隙間が空いている。さらに、傾斜ガイド部３４Ｍのうち開閉扉１４
Ｔが突き合わされた部分は、内部ガイド壁３４Ｔの先端から遊技球１つ分以上内側に離れ
ている。そして、横向凹部３３Ｙの開口部分のうち起立姿勢、即ち、閉状態の開閉扉１４
Ｔが位置する部分が、本発明の「入賞口」に相当する前記した第２の始動入賞口１４Ｂを
なし、開閉扉１４Ｔが開放した際にその入賞口の位置に遊技球が入球することで第２の始
動入賞口１４Ｂの奥側へ遊技球を受け入れ可能に構成されている。その第２の始動入賞口
１４Ｂと開閉扉１４Ｔとから可変入賞部２５Ｚが構成されている。また、第２の始動入賞
口１４Ｂに入賞した遊技球を遊技板１１の後側に取り込むための入賞球取込口２５Ｌが、
ベース板２５Ｔのうち下端溝壁３４Ｖに対向する部分に形成される。なお、下端溝壁３４
Ｖの底面には、第１始動口構成壁３４Ｕの底面と同様に、前方カバー壁３３Ｋの後面と下
端溝壁３４Ｖの底面中央とに跨った三角リブ３３Ｓが形成されている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　なお、横向凹部３３Ｙのうち閉状態の開閉扉１４Ｔと鉛直ガイド部３４Ｓとに挟まれた
部分は、「凹部内流路」をなし、閉状態の開閉扉１４Ｔの外側かつ横向凹部３３Ｙの開口
上側内面（即ち、内部ガイド壁３４Ｔの上側部分の内側面）の下方の空間は、扉横スペー
ス３３Ｄをなし、さらに、開口下部構成壁３５のうち閉状態の開閉扉１４Ｔより外側の折
返壁３５Ｂの上面、つまり横向凹部３３Ｙの開口下側内面のうち閉状態の開閉扉１４Ｔよ
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り外側の斜め下方に傾斜した（延びた）部分が下側傾斜ガイド面３５Ｇになっている。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　１０　　パチンコ遊技機（遊技機）
　１１　　遊技板
　１２　　ガイドレール
　１４Ａ　　第１の始動入賞口
　１４Ｂ　　第２の始動入賞口（入賞口）
　１４Ｈ　　第２段差面（閉位置決部）
　１４Ｍ　　基端旋回部
　１４Ｎ　　第１段差面（開位置決部）
　１４Ｔ　　開閉扉
　１６　　アウト口
　２０Ｓ　　転動誘導部
　２５Ｌ　　入賞球取込口
　２５Ｚ　　可変入賞部
　３０Ｇ　　表示画面
　３３　　入賞用突部（ベース部材）
　３３Ｄ　　扉横スペース
　３３Ｋ　　前方カバー壁
　３３Ｔ　　第２ストッパ突部（位置決当接部）
　３３Ｙ　　横向凹部
　３５Ｇ　　下側傾斜ガイド面
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